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こ
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規
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は
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和
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年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と

み
な
す
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